
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

消防車等がサイレンを鳴らして走行してきた場合には，周囲の状況に注意しながら

慌てずに進路を譲ってください。 
 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 自転車やバイク，歩行者の皆さんも，ご協力ください。 
 

               
 

 

消防車や救急車の緊急通行への 

ご理解とご協力をお願いします 

● 問合せ先 つくば市消防本部 消防救助課 電話：029-851-2042 

緊急自動車（消防団車両も含む）は，消火活動や傷病者の搬送など，一刻も早く災害現場や医療

機関に到着する必要があります。 

そのため，道路交通法でも道路の右側部分にはみ出して通行することや，赤信号の交差点に進入

できることなど特例が認められていますが，緊急自動車がより安全に通行するためには，皆さま

の協力が必要不可欠です。 

 

 

 

つくば市内でも交通渋滞の頻度が高くなっております。 

どうすれば       

いいんだっぺ

ぺぺ 
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